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議 会 運 営 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１９年１２月１９日（水）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午前１１時４０分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 村上英明  副委員長 川口純子  委　　員 森西　正

委　　員 原田　平  委　　員 野原　修  委　　員 三宅秀明

議　　長 藤浦雅彦  副 議 長 野口　博 

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

副市長　小野吉孝 総務部長　奥村良夫

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局次長　野杁雄三 同局主査　中井真穂

同局書記　杉本　徹 同局書記　湯原正治

１．案件

・一般質問の質問者ごとの割当時間について

・追加議案、上程の決まった意見書等の議事日程、扱いについて
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（午前１０時　開会）

○村上委員長　ただいまから議会運営委

員会を開会します。

　まず、理事者からあいさつを受けるこ

とにします。

　副市長。

○小野副市長　おはようございます。

　年末の御用納めまであと１０日という

時期になってまいりました。

　そのような中で、何かとご多忙のとこ

ろ、議会運営委員会を開催賜りましてあ

りがとうございます。

　前回の議会運営委員会の折も申し上げ

てまいりました、追加議案の最終調整が

終了いたしましたので、追加上程をさせ

ていただきたく存じております。

　予算案件は５件、条例案件は１件となっ

ております。

　案件概要につきましては、総務部長か

ら説明を申し上げますので、よろしくお

願い申し上げます。

○村上委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は原田委員

を指名します。

　それでは、追加案件について概略説明

をお願いします。

　総務部長。

○奥村総務部長　それでは、追加議案の

説明をさせていただきます。

　議案第６８号から議案第７３号まで計

６件でございます。

　説明は、議案番号順ではなく、まず、

条例案件から説明させていただきます。

　議案第７３号は、一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例制定

の件でございます。

　これは、平成１９年度人事院勧告に基

づく給与改定に伴うものであり、最終的

に組合との協議が整いましたので、給与

月額、扶養手当の額及び勤勉手当の支給

率を改定いたすものであります。

　第３条では、任期つき職員の給料表の

改定を行い、第１４条では、扶養手当の

改定を行っております。配偶者以外の扶

養親族に係る扶養手当の月額に、一人に

つき６，０００円から６，５００円に引

き上げております。

　第２４条では、勤勉手当の１２月期の

支給割合を改定し、現行の１００分の７

２．５を１００分の７７．５に改定して

おります。

　また、別表の給料表では、初任給を中

心に、若年職員に限定して、給与月額給

料表のうち、１級から３級の一部を改定

しております。

　施行期日は公布の日からとしており、

勤勉手当の支給割合については平成１９

年１２月１日から、その他は平成１９年

４月１日からの遡及適用としております。

　議案第６８号から議案第７２号までは、

議案第７３号、一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例制定に伴

う所要額の補正予算となっております。

　議案第６８号の、平成１９年度摂津市

一般会計補正予算（第４号）では、補正

額２，３１８万６，０００円。

　議案第６９号、平成１９年度摂津市水

道事業会計補正予算（第３号）では、補

正額１６８万７，０００円。

　議案第７０号、平成１９年度摂津市国

民健康保険特別会計補正予算（第４号）

では、補正額５０万１，０００円。

　議案第７１号、平成１９年度摂津市公

共下水道事業特別会計補正予算（第５号）

では、補正額５３万２，０００円。

　議案第７２号、平成１９年度摂津市介

護保険特別会計補正予算（第３号）では、

補正額５０万５，０００円となっており、

全会計を合計いたしますと、２，６４１

万１，０００円の補正額となっておりま
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す。

　以上、今回、追加提案をお願いいたし

ます、人事院勧告に伴います条例議案及

び補正予算についての概略説明とさせて

いただきます。

○村上委員長　説明が終わりました。

　この際、何か質問があればお受けしま

す。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○村上委員長　　質問がないようですの

で、理事者の皆さんは退席いただいて結

構です。

○村上委員長　暫時休憩します。

　　（午前１０時　５分　休憩）

　　（午前１１時３７分　再開）

○村上委員長　議会運営委員会を再開し

ます。

　一般質問の質問者ごとの割当時間につ

いて、既に改革クラブについては割当時

間は確定していますので、そのほかの会

派の発表をお願いします。

　基本的には一覧表の順で、新生クラブ

からお願いします。

○野原委員　上村議員２０分、山本善信

議員２０分です。

○村上委員長　日本共産党は。

○川口委員　山崎議員が１５分、安藤議

員が２０分、私、川口が１５分です。

○村上委員長　民主党は。

○原田委員　柴田、原田、それぞれ１５

分ずつ。

○村上委員長　公明党は、川端議員が２

０分、村上が１５分、本保議員１５分。

　では、事務局から確認をお願いします。

　中井主査。

○中井事務局主査　それでは、ただいま

発表していただきました時間について確

認させていただきます。

　まず、改革クラブ、三宅議員、嶋野議

員１０分ずつ。

　公明党、川端議員２０分、村上議員、

本保議員が１５分ずつ。

　新生クラブ、上村議員、山本善信議員

２０分ずつ。

　日本共産党、川口議員、山崎議員が１

５分ずつ。安藤議員が２０分。

　民主党、柴田議員、原田議員それぞれ

１５分となっております。

○村上委員長　次に、追加案件並びに上

程の決まった意見書の議事日程扱いにつ

いて協議を行います。

　事務局から説明をお願いします。

　中井主査。

○中井事務局主査　それでは、追加案件、

意見書の上程にかかわりまして、１２月

２５日の議事日程についてご説明申し上

げます。

　この日につきましては、日程１、一般

質問に続きまして、日程２、議案第５６

号など１１件の付託案件に関する委員長

報告、採決と決まっております。

　この１１件を採決グループごとにまと

めるように順序を並びかえて、備考欄に

採決の方法を記入いたします。

　先ほどの協議会での態度表明をもとに

整理いたしますと、議案第５６号、議案

第６１号から議案第６３号及び議案第６

５号が一括起立採決、議案第５７号から

議案第５９号、議案第６４号、議案第６

６号及び議案第６７号が一括簡易採決で

ございます。

　次に、日程３及び日程４が、本日提出

されました追加議案の審議で、まず、日

程３が、議案第７３号、一般職の職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例

制定の件の審議で、即決でございます。

　続いて、日程４が、議案第６８号から

議案第７２号までの補正予算５件で、一

括上程の上、即決でございます。

　次に、日程５が、本日上程が決まりま
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した意見書で、一括上程の上、即決でご

ざいます。

　この議会議案第２４号から議会議案第

３２号につきましては、備考欄に一括簡

易採決と記入いたします。

　なお、この議事日程と議会議案につき

ましては、１２月２５日の本会議開会ま

でに議場配付させていただきますので、

よろしくお願いいたします。

○村上委員長　ただいまの事務局の説明

のとおり決定することに異議ありません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○村上委員長　異議ないようですので、

そのように決定します。

　以上で、本委員会を閉会します。

（午前１１時４０分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

議会運営委員長 村 上 英 明

議会運営委員  原 田 　 平
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